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令
和
元
年
度
第
一
回
通
常
議
員

総
会
が
六
月
二
十
四
日
に
ホ
テ
ル
サ

ン
プ
ラ
ザ
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
会
に
先
立
ち
、
役
員
・
議
員
の

皆
様
の
永
年
勤
続
表
彰
を
行
い
、北

海
道
商
工
会
議
所
連
合
会
会
頭
か

ら
の
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

北
海
道
商
工
会
議
所
連
合
会

会
頭
表
彰 

《
勤
続
三
十
年
以
上
》

　
　
　
　
三
　
谷
　
　
　
貴
　
様

　
　
　
　
奥
　
野
　
賢
　
一
　
様

　
　
　
　
　
　

　

総
会
の
開
催
に
あ
た
り
、松
浦
会

頭
よ
り
次
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

「
今
年
度
の
プ
レ
ミ
ア
ム
建
設

券
に
つ
い
て
は
順
調
に
進
ん
で
い

て
岩
見
沢
の
活
性
化
に
繋
が
る
よ

う
皆
様
方
に
も
協
力
を
お
願
い
し

た
い
。
ま
た
、
経
営
発
達
支
援

計
画
の
申
請
に
つ
い
て
は
残
念
な

が
ら
認
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

引
き
続
き
申
請
を
し
て
い
き
た
い
。

役
員
・
議
員
特
別
負
担
金
の
見
直

し
の
議
案
が
あ
る
が
、
二
十
九
期

に
向
け
委
員
会
・
部
会
に
活
発
な

活
動
を
お
願
い
し
た
い
の
で
、
議

員
の
皆
様
に
は
協
力
を
お
願
い
し

た
い
。」

　

六
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二

回
常
議
員
会
及
び
二
十
四
日
開
催

の
第
一
回
通
常
議
員
総
会
の
審
議
・

報
告
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
各
議
案
と
も
異
議
な
く

可
決
さ
れ
ま
し
た

■
付
議
事
項

議
案
第
一
号　

平
成
三
十
年
度

　

事
業
報
告
書
（
案
）
に
つ
い
て

◆
概
要

①
会
員
数　
　
　

九
百
二
十
四
件

②
会
費
負
担
口
数

　
　
　
　
　
　

四
千
五
百
九
十
口

③
主
催
会
議
等　
　
　

百
十
四
回

④
他
団
体
出
席
会
議
等　

四
十
回

⑤
各
種
事
業
活
動

　

・
商
工
会
議
所
広
域
連
携
事
業

　

・
岩
見
沢
中
心
市
街
地
活
性
化

　
　

事
業

　

・
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
事
業

　

・

岩
見
沢
中
心
商
店
街
除
雪
事
業

　

・
い
わ
み
ざ
わ
住
宅
新
築
＆

　
　

リ
フ
ォ
ー
ム
フ
ェ
ア

　

・

消
費
税
転
嫁
対
策
窓
口
相
談

等
事
業

　

・

岩
見
沢
プ
レ
ミ
ア
ム
建
設
券

事
業

　

・

全
道
商
工
会
議
所
Ｅ
Ｃ
Ｏ
宣

言
行
動

　

・
健
康
経
営
推
進
事
業

⑥
意
見
活
動

　

・

小
規
模
企
業
振
興
対
策
予
算

の
拡
充
に
関
す
る
意
見
・
要
望

　

・

平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正

に
関
す
る
要
望

⑦
広
報
活
動

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ク
セ
ス

　
　
　
　
　

七
千
三
百
五
十
四
件

　

・
Ｅ
メ
ー
ル
情
報
配
信

　
　
　

十
四
回　

二
百
二
十
四
件

　

・
地
域
Ｆ
Ｍ
情
報
配
信

　
　
　
　
　
　
　

二
百
六
十
一
回

⑧
各
種
検
定

　

四
百
七
十
三
名
受
験
（
延
数
）

⑨
経
営
相
談

　

二
千
八
百
十
八
件
（
延
数
）

⑩
金
融
斡
旋　
　
　
　
　

十
二
件

議
案
第
三
号　

役
員
・
議
員
の
特

　
　

別
負
担
金
（
案
）
に
つ
い
て

　

役
員
・
議
員
は
会
費
の
他
に
特

別
負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
が
、
第
二
十
九
期
か
ら

特
別
負
担
金
額
が
改
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
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通
常
議
員
総
会
開
催

令
和
元
年
度
　第
一
回

〜
平
成
三
十
年
度
事
業
報
告
・
収
支
決
算
を
承
認
〜

　 前年度繰越 収　入 支　出 次年度繰越

一般会計 6,253,362 56,337,608 55,935,249 6,637,721

小規模事業特別会計 0 39,547,862 39,547,862 0

会館特別会計 548,128 9,643,719 9,288,305 903,542

退職給与特別会計 25,204,408 3,002,895 393,600 27,813,703

会館運営基金特別会計 54,811,648 6,228 0 54,817,876

商工振興基金特別会計 228,658,530 6,203,862 0 234,682,392

議案第2号　平成30年度各会計収支決算書（案）について
（単位：円）
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～令和元年は岩見沢商工会議所

役員・議員の改選期にあたります～

《
会
費
の
納
入
は
お
済
み
で
す

か
？
納
入
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
選
挙
権
、
被
選
挙
権
は
あ

り
ま
せ
ん
。》

一
、
商
工
会
議
所
議
員
と
は

　

商
工
会
議
所
の
最
高
意
思
を
決

定
す
る
た
め
の
議
員
総
会
の
構
成

員
で
あ
っ
て
、
市
内
の
経
済
界
を

代
表
し
て
商
工
業
者
の
意
思
を
表

明
し
、
反
映
さ
せ
る
重
要
な
地
位

を
占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、議
員
総
会
に
お
い
て
、商

工
会
議
所
の
事
業
活
動
に
必
要
な

計
画
及
び
予
算
、
そ
の
他
運
営
等

に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議
決
定

に
参
加
し
ま
す
。

二
、
議
員
選
出
の
区
分
と
定
数

　
　

及
び
任
期

　

議
員
五
十
名
は
、
次
の
一
号
・

二
号
・
三
号
議
員
に
区
分
さ
れ
て

い
ま
す
。

▼
一
号
議
員　
　

三
十
一
名

　

会
員
及
び
会
員
以
外
の
特
定
商

工
業
者
が
投
票
に
よ
り
会
員
の
う

ち
か
ら
選
挙
す
る
議
員
で
す
。

▼
二
号
議
員　
　

十
四
名

　

会
員
の
所
属
す
る
部
会
に
お
い

て
、
各
部
会
ご
と
に
、
部
会
員
の

中
か
ら
選
任
す
る
議
員
で
す
。

（
二
つ
以
上
の
部
会
に
所
属
し
て

い
る
会
員
は
、
二
号
議
員
選
任
の

時
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
希
望

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
つ
の
部
会

に
お
い
て
の
み
、
二
号
議
員
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

　

第
二
十
九
期
の
各
部
会
が
選
任

す
る
二
号
議
員
の
定
数
は
次
の
通

り
で
す
。

①
工
業
部
会　
　
　
　
　
　

一
人

②
建
設
業
部
会　
　
　
　
　

三
人

③
商
業
部
会　
　
　
　
　
　

五
人

④
金
融
交
通
不
動
産
部
会　

二
人

⑤
サ
ー
ビ
ス
業
部
会　
　
　

三
人

▼
三
号
議
員　
　

五
名

　

一
号
・
二
号
議
員
が
選
任
し
た

選
考
委
員
に
よ
っ
て
会
員
の
う
ち

か
ら
選
任
す
る
議
員
で
す
。

ア　

商
工
会
議
所
に
対
す
る
貢
献

度
の
大
き
い
企
業
で
あ
る
こ
と
。

イ　

岩
見
沢
市
の
代
表
的
企
業
で

あ
る
こ
と
。

ウ　

当
地
域
に
対
す
る
貢
献
度
の

大
き
い
企
業
で
あ
る
こ
と
。

　

等
の
視
点
か
ら
選
任
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
た
方
法
に
よ
り
、
会
員
の
中

か
ら
各
号
議
員
は
選
挙
並
び
に
選

任
さ
れ
ま
す
が
、
議
員
就
任
後
に

お
い
て
は
、
実
質
的
権
限
に
お
い

て
も
、
ま
た
対
外
的
に
も
何
等
の

差
異
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
議
員
の
任
期
は
、
三
年

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
第
二
十
九

期
は
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

三
、
議
員
に
な
る
た
め
の
資
格

　

会
員
は
、
ど
な
た
で
も
議
員
に

選
ば
れ
る
資
格
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。

　

た
だ
し
、
選
挙
人
名
簿
縦
覧
期

日
（
八
月
十
六
日
予
定
）
ま
で
に

会
費（
平
成
三
十
一
年
度
分
）を
納

入
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
選
挙
権
、

被
選
挙
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
会
員
以
外
の
特
定
商
工

業
者
は
、
一
号
議
員
の
選
挙
権
一

個
を
持
ち
ま
す
が
、
被
選
挙
権
は

あ
り
ま
せ
ん
。

四
、一
号
議
員
の
選
挙

ア　

有
権
者
（
投
票
す
る
人
）

　

一
号
議
員
を
選
ぶ
資
格
の
あ
る

人
は
、
会
員
と
会
員
以
外
の
特
定

商
工
業
者
で
す
。

　

こ
の
有
権
者
に
な
る
た
め
に
は

会
費
・
特
定
商
工
業
者
負
担
金
を

選
挙
人
名
簿
縦
覧
日
（
八
月
十
六

日
予
定
）
ま
で
に
納
入
し
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

投
票
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
た
会
員
及
び
会
員
以
外
の

特
定
商
工
業
者
が
選
挙
人
と
な
り
、

選
挙
人
は
選
挙
当
日
投
票
時
間
中

に
自
ら
投
票
所
に
行
き
、
名
簿
の

対
照
を
経
て
投
票
し
ま
す
。

　

な
お
、
止
む
得
な
い
事
由
が
あ

る
と
き
は
代
理
投
票
が
可
能
で
す
。

年　月　日 項　　　目

８月22日（木） 選挙人名簿確定日

９月４日（水）
まで

2･3号議員選任終了

９月９日（月）
～

13日（金）

1号議員立候補
受付期間

20日（金）
1号議員立候補者

確定

10月１日（火） 1号議員選挙日

《議員選挙等日程概要（予定）》

議 員 選 挙
岩見沢商工会議所
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イ　

選
挙
権
個
数
（
投
票
）

　

会
員
の
選
挙
権
個
数
は
、
会
費

負
担
口
数
で
決
ま
り
ま
す
。
会
費

一
口
に
つ
き
一
個
の
一
号
議
員
の

選
挙
権
を
有
し
ま
す
が
、
選
挙
権

の
個
数
は
五
十
個
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

会
員
以
外
の
特
定
商
工
業
者
は

一
個
の
一
号
議
員
の
選
挙
権
を
有

し
ま
す
。

五
、
立
候
補
か
ら
一
号
議
員
に

　
　

な
る
ま
で

ア　

立
候
補
者

　

一
号
議
員
に
立
候
補
し
よ
う
と

す
る
方
は
、
選
挙
長
宛
に
立
候
補

届
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。ま
た
、他
人
を
議
員
の
候
補

者
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
本

人
の
承
諾
を
得
て
、
推
薦
の
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ　

提
出
す
る
文
書

①
議
員
の
候
補
者
が
法
人
の
場
合

　

法
人
登
記
の
抄
本
及
び
役
員
名

簿
各
一
通

②
議
員
の
候
補
者
が
法
人
で
な
い

　

団
体
の
場
合

　

団
体
を
証
す
る
文
書
及
び
役
員

名
簿
各
一
通

③
議
員
の
候
補
者
が
個
人
の
場
合

　

市
町
村
長
の
発
行
す
る
身
分
証

明
書（
住
民
票
で
可
）及
び
履
歴
書

各
一
通

ウ　

選
挙
費
用
の
分
担

　

一
号
議
員
の
候
補
者
を
届
出
又

は
推
薦
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

も
の
に
対
し
、
届
出
の
と
き
選
挙

費
用
の
一
部
を
分
担
し
て
頂
き
ま

す
。（
第
二
十
八
期
の
選
挙
費
用

分
担
金
は
一
万
円
）

　

収
受
し
た
選
挙
費
用
の
分
担
金

は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も

返
還
い
た
し
ま
せ
ん
。

エ　

当
選
人

　

有
効
投
票
数
の
最
多
数
を
得
た

人
の
順
に
よ
り
当
選
人
と
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
当
選
人
を
定
め
る
に
あ

た
り
得
票
数
が
同
じ
で
あ
る
と
き

は
、
選
挙
委
員
会
に
お
い
て
選
挙

長
が
「
く
じ
」
で
決
め
ま
す
。

六
、
役
員
議
員
の
会
費
口
数
及

　
　

び
特
別
会
費

　

役
員
（
専
務
理
事
及
び
理
事
を

除
く
）
及
び
議
員
の
会
費
口
数
は

十
口
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
会
費
の
他
に
特
別
会
費

を
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
他
に
、「
ま
つ
り
」
関
係
で

協
賛
金
三
万
円
以
上
の
お
願
い
を

致
し
て
お
り
ま
す
。

七
、
役
員
に
つ
い
て

　

一
号
か
ら
三
号
ま
で
の
全
議
員

が
選
任
さ
れ
て
か
ら
、
新
議
員
に

よ
る
第
一
回
の
議
員
総
会
に
お
い

て
選
任
さ
れ
ま
す
。

会　
　

頭　
　
　

一
人

副　

会　

頭　
　
　

三
人

専
務
理
事　
　
　

一
人

常　

議　

員　
　

十
三
人

監　
　

事　
　
　

二
人

八
、
部
会
長
等
に
つ
い
て

　

商
工
会
議
所
運
営
の
母
体
で
あ

る
五
部
会
の
各
部
会
長
一
人
、
副

部
会
長
五
人
以
内
を
各
部
会
に
お

い
て
互
選
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

去
る
六
月
十
九
日
、
エ
ム
ズ
ゴ

ル
フ
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
会
員
相

互
の
親
睦
を
深
め
る
た
め
第
十
回

「
会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大
会
」を
開
催

し
ま
し
た
。

　

当
日
は
五
十
五
名
（
五
十
二
事

業
所
）
の
参
加
を
頂
き
、
ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
、
会
員
相
互
の
一
層
の

交
流
親
睦
を
深
め
ま
し
た
。

　

五
月
二
十
日
～

六
月
三
十
日
受
付
分　

■
㈱
広
匠

代
表
者
：
成
田　

広
美

住　

所
：
南
町
五
条
二
丁
目

�

　
　

七

−

二
〇

（
業 

種
：
そ
の
他
の
職
別
工
事
業
）

■
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
㈱

代
表
者
：
石
神　

公
男

住　

所
：
札
幌
市
中
央
区
北
二
条

　
　
　
　

西
一
丁
目
一

−

七

　
　
　
　
　
　

Ｏ
Ｒ
Ｅ
ビ
ル
九
階

（
業 

種
：
損
害
保
険
業
）

■
㈱
サ
カ
ウ
エ
モ
ー
タ
ー
ス

代
表
者
：
坂
上　

育
雄

住　

所
：
美
園
六
条
六
丁
目

�

五
番
五
号

（
業 

種
：
自
動
車
整
備
業
）

（
敬
称
略
）

ご入会ありがとうございますご入会ありがとうございます

岩
見
沢
商
工
会
議
所
会
頭
杯

第
十
一
回

開
催

会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大
会

会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大
会
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特
定
商
工
業
者

制
度
に
つ
い
て

◎
特
定
商
工
業
者
負
担
金

　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
円
也

　

商
工
会
議
所
法
で
は
、
商
工
業

者
法
定
台
帳
の
作
成
並
び
に
台
帳

の
作
成
、
管
理
及
び
運
用
に
要
す

る
経
費
の
負
担
金
等
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

特
定
商
工
業
者
と
は
、
商
工
会

議
所
の
毎
事
業
年
度
開
始
の
日

（
四
月
一
日
）ま
で
六
月
以
上
引
き

続
き
営
業
所
等
を
有
す
る
商
工
業

者
で
、

①
資
本
金
額
ま
た
は
払
込
出
資
総

額
が
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
者

②
本
商
工
会
議
所
の
地
区
内
の
営

業
所
等
で
常
時
使
用
す
る
従
業

員
の
数
が
二
十
人
（
商
業
ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主

た
る
事
業
と
し
て
営
む
者
に
つ
い

て
は
五
人
）
以
上
で
あ
る
者

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
商
工
業

者
の
方
々
で
す
。
商
工
会
議
所
は

法
に
よ
り
特
定
商
工
業
者
の
台
帳

の
作
成
・
整
備
を
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
台
帳
に

か
か
る
経
費
の
一
部
を
特
定
商
工

業
者
負
担
金
と
し
て
ご
負
担
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

当
所
の
事
業
運
営
に
ご
理
解
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　　

令
和
元
年
七
月

　
　
　

岩
見
沢
商
工
会
議
所

　

　

 

特
定
商
工
業
者
と
は

　

（
商
工
会
議
所
法
抜
す
い
）

第
七
条
（
定
義
）
の
二
項

　

こ
の
章
に
お
い
て
、「
特
定
商

工
業
者
」と
は
、商
工
会
議
所
の
地

区
内
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
の

場
合
に
お
い
て
は
創
立
総
会
終
了

の
日
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て

は
そ
の
商
工
会
議
所
の
毎
事
業
年

度
開
始
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
ま
で

六
月
以
上
引
き
続
き
営
業
所
、
事

務
所
、
工
場
又
は
事
業
場
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て「
営
業
所
等
」と

い
う
。）を
有
す
る
商
工
業
者
の
う

ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
を
い
う
。

一
、
基
準
日
に
お
け
る
そ
の
商
工

会
議
所
の
地
区
内
の
営
業
所
等

で
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が

二
十
人
（
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と

し
て
営
む
者
に
つ
い
て
は
、五
人
）

以
上（
そ
の
商
工
会
議
所
が
、経
済

産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
当

該
人
数
以
上
の
人
数
を
定
め
、
か

つ
、
公
告
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
許
可
を
受
け
て
定
め
、
か
つ
、

公
告
し
た
人
数
以
上
）
で
あ
る
者

二
、
基
準
日
に
お
け
る
資
本
金
額

又
は
払
込
済
出
資
総
額
が
三
百
万

円
以
上（
そ
の
商
工
会
議
所
が
、経

済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、

三
百
万
円
以
上
の
金
額
を
定
め
、

か
つ
、
公
告
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、当
該
許
可
を
受
け
て
定
め
、か

つ
、
公
告
し
た
金
額
以
上
）
で
あ

る
者

第
十
条
（
法
定
台
帳
の
作
成
）

　

商
工
会
議
所
は
、
成
立
の
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
特
定
商
工
業

者
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
事
項

を
登
録
し
た
商
工
業
者
法
定
台
帳

（
以
下
「
法
定
台
帳
」
と
い
う
。）
を

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
商

工
会
議
所
の
申
請
に
基
い
て
、
前

項
に
規
定
す
る
期
間
の
延
長
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の

期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
当
該
商
工
会
議
所
に
通
知

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
商
工
会
議
所
は
、
前
項
の
通

知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五
、
商
工
会
議
所
は
、
毎
事
業
年

度
開
始
の
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た

法
定
台
帳
を
、
そ
の
事
業
年
度
に

お
け
る
法
定
台
帳
と
す
る
た
め
に
、

訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
商
工
会
議
所
は
、
第
一
項
又

は
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
定
台

帳
を
作
成
し
、
又
は
訂
正
し
た
後
、

法
定
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
事
項
に

変
更
の
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
訂
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
特
定
商
工
業
者
は
、
第
一
項

の
事
項
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
変
更
を
生
じ
た
と
き

は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当

該
商
工
会
議
所
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

八
、
特
定
商
工
業
者
は
、
法
定
台

帳
の
作
成
又
は
訂
正
に
関
し
て
商

工
会
議
所
か
ら
資
料
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由

が
な
い
の
に
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
。

第
十
一
条
（
法
定
台
帳
の
運
用

　
　
　
　
　

及
び
管
理
）

　

商
工
会
議
所
は
、
そ
の
事
業
の

適
正
且
つ
円
滑
な
実
施
に
資
す
る

た
め
に
、
法
定
台
帳
を
運
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
商
工
会
議
所
は
、
法
定
台
帳

を
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
つ

て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
商
工
会
議
所
は
、
法
定
台
帳

の
作
成
又
は
訂
正
に
関
し
て
知
り

得
た
商
工
業
者
の
秘
密
に
属
す
る

事
項
を
他
に
漏
ら
し
、
又
は
窃
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
（
負
担
金
）

　

商
工
会
議
所
は
、
法
定
台
帳
の

作
成
、
管
理
及
び
運
用
に
要
す
る

経
費
に
充
て
る
た
め
、
政
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業

大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
特
定
商

工
業
者
に
対
し
て
、
所
要
の
負
担

金
を
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
商
工
会
議
所
は
、
負
担
金
に

つ
い
て
、
特
定
商
工
業
者
の
過
半

数
の
同
意
を
得
た
後
で
な
け
れ
ば
、

前
項
の
許
可
を
申
請
し
て
は
な
ら

な
い
。
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日
商
Ｌ
Ｏ
Ｂ
Ｏ
調
査

（
早
期
景
気
観
測
）

【
五
月
調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト
】

　

五
月
の
全
産
業
合
計
の
業
況
Ｄ

Ｉ
は
、
▲
一
七
・
一
と
、
前
月
か
ら

▲
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
の
悪
化
。
十
連

休
と
な
っ
た
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
の
好
調
な
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
含

む
観
光
需
要
が
全
体
を
牽
引
し
た

ほ
か
、
堅
調
な
改
元
商
戦
の
恩
恵

に
よ
り
、
宿
泊
・
飲
食
業
や
観
光

関
連
業
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ビ
ス

業
、
小
売
業
の
業
況
感
が
改
善
し

た
。
他
方
、
半
導
体
や
産
業
用
機

械
、
自
動
車
関
連
の
不
振
が
続
い

て
い
る
ほ
か
、
十
連
休
に
よ
り
営

業
日
が
減
少
し
た
建
設
業
の
売
上

が
悪
化
し
た
。
深
刻
な
人
手
不
足

の
影
響
拡
大
や
根
強
い
消
費
者
の

節
約
志
向
、
原
材
料
費
の
高
止
ま

り
が
依
然
と
し
て
中
小
企
業
の
足

か
せ
と
な
っ
て
お
り
、
業
況
改
善

に
向
け
た
動
き
は
力
強
さ
を
欠
く
。

　

産
業
別
に
み
る
と
、
今
月
の
業

況
Ｄ
Ｉ
は
前
月
に
比
べ
、
建
設
業
、

製
造
業
で
悪
化
、
そ
の
他
の
三
業

種
で
改
善
し
た
。
各
業
種
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
特
徴
的
な
コ
メ
ン
ト
は

以
下
の
と
お
り
。

【
建
設
業
】「
案
件
は
あ
る
も
の
の
、

職
人
な
ど
の
人
手
不
足
は
深
刻
で

あ
り
、
受
注
し
き
れ
な
い
。
原
材

料
の
仕
入
価
格
も
上
昇
し
て
お
り
、

収
益
の
確
保
に
苦
戦
し
て
い
る
。」

（
内
装
工
事
業
）、「
民
間
の
大
型
工

事
を
受
注
で
き
、売
上
は
堅
調
。
人

手
不
足
は
相
変
わ
ら
ず
だ
が
、
時

間
外
労
働
の
抑
制
や
定
年
の
延
長

な
ど
の
働
き
方
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
る
。」（
一
般
工
事
業
）

【
製
造
業
】「
半
導
体
製
造
装
置
や

工
作
機
械
部
品
の
需
要
が
低
迷
。

新
製
品
を
受
注
し
た
い
が
、
残
業

時
間
の
上
限
規
制
や
人
手
不
足
の

影
響
は
大
き
く
、
踏
み
出
せ
な

い
。」（
金
属
製
品
製
造
業
）、「
改
元

の
祝
賀
ム
ー
ド
も
あ
り
、
連
休
は

例
年
以
上
の
繁
忙
期
と
な
り
売
上

が
大
き
く
増
加
し
た
。
総
菜
や
弁

当
に
加
え
、
帰
省
客
の
土
産
需
要

も
追
い
風
だ
っ
た
。」（
食
料
品
製

造
業
）

【
卸
売
業
】「
花
見
シ
ー
ズ
ン
と
十

連
休
が
続
い
た
た
め
、
観
光
地
を

中
心
に
引
き
合
い
は
好
調
で
、
売

上
は
順
調
に
伸
び
た
。
一
方
で
運

送
費
の
上
昇
に
加
え
、
消
費
増
税

や
新
た
な
食
品
衛
生
管
理
制
度

（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
導
入
に
向
け
た
対

応
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
負
担
も
大

き
く
収
益
が
な
か
な
か
改
善
し
な

い
。」（
飲
食
料
品
卸
売
業
）、「
連
休

中
は
気
温
が
低
い
日
が
あ
り
、
期

待
し
て
い
た
ほ
ど
春
夏
物
の
売
上

は
伸
び
な
か
っ
た
。
冬
物
か
ら
不

振
を
引
き
ず
っ
て
い
る
が
、
今
後

に
期
待
し
て
い
る
。」（
繊
維
品
卸

売
業
）

【
小
売
業
】「
衣
料
品
の
不
振
は
続

い
て
い
る
も
の
の
、
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
の
来
店
が
多
く
、
売
上
は
増
加

し
た
。
化
粧
品
や
高
額
品
の
売
れ

行
き
が
良
く
、
十
連
休
も
好
材
料

と
な
っ
た
。」（
百
貨
店
）、「
消
費
者

の
節
約
志
向
は
強
く
、
客
単
価
は

下
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
改
元

に
伴
い
、
新
元
号
の
『
令
和
』
と
い

う
和
菓
子
を
売
り
出
し
た
と
こ
ろ
、

好
調
な
売
れ
行
き
だ
っ
た
。」（
食

料
品
小
売
業
）

【
サ
ー
ビ
ス
業
】「
初
の
十
連
休

と
な
っ
た
今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
の
対
応
に
不
安
が
あ
っ

た
が
、
来
店
客
数
は
大
幅
に
増
加

し
、嬉
し
い
悲
鳴
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
連
休
中
は
十
分
な
従
業
員
数

を
確
保
で
き
ず
、
対
応
し
き
れ
な

い
客
も
出
て
し
ま
っ
た
。」（
飲
食

業
）、「
改
元
に
際
し
て
は
、
シ
ス
テ

ム
障
害
な
ど
特
に
大
き
な
ト
ラ
ブ

ル
も
起
き
ず
、
無
事
に
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
十
月
の
消
費
税
引

き
上
げ
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修

作
業
の
依
頼
も
多
く
、
今
後
の
対

応
を
急
ぎ
た
い
。」（
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
業
）

業況DI（前年同月比）の推移

 ※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３カ月の先行き見通しＤＩ

18年
12月

19年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月

先行き見通し
６月～８月

全 産 業 ▲15.7 ▲16.0 ▲18.1 ▲16.9 ▲16.7 ▲17.1 ▲19.6

建 設 ▲8.1 ▲6.3 ▲8.5 ▲5.8 ▲3.9 ▲7.7 ▲11.8

製 造 ▲9.7 ▲12.0 ▲12.2 ▲16.6 ▲18.3 ▲22.3 ▲22.5

卸 売 ▲17.1 ▲17.9 ▲23.1 ▲22.4 ▲20.5 ▲19.8 ▲24.3

小 売 ▲31.6 ▲36.3 ▲32.4 ▲29.5 ▲33.9 ▲29.4 ▲29.4

サービス ▲12.4 ▲8.6 ▲15.6 ▲11.7 ▲7.9 ▲6.7 ▲11.6

８月19日㈪　第217回日商

　　　　　　珠算検定試験

　　　　　　申込受付開始

　　20日㈫　会員向け無料労務相談

　　21日㈬　会員向け無料法律相談

７月８日㈪　2019いわみざわ彩花まつり（～13日）

　　12日㈮　彩花まつり観光踊りパレード

　　13日㈯　第84回リテールマーケティング検定試験

　　14日㈰　第57回岩見沢地区珠算競技大会

　　16日㈫　会員向け無料労務相談

　　17日㈬　会員向け無料法律相談

　　21日㈰　彩花まつり「花火大会」

～7月、8月の会議所行事予定～～7月、8月の会議所行事予定～
商工会議所で予定されている講習会、相談会、検定日程等の行事を
お知らせします！（7月10日現在）なおホームページでは、新情報を
随時更新しています。  http://www.iwamizawacci.or.jp/

令和２年１月10日
新春会員交流会
開催決定！
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帳
簿
等
の
保
存
に
つ
い
て

　

事
業
を
行
っ
て
い
る
と
帳
簿
を

始
め
様
々
な
書
類
を
作
成
し
ま
す
。

最
近
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
、
ク

ラ
ウ
ド
処
理
を
す
る
方
法
も
進
ん

で
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
現
状
で

税
務
会
計
に
関
す
る
帳
簿
等
の
保

存
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
原
則
的
な
ル
ー
ル
を
覚

え
ま
し
ょ
う
。

Ⅰ　

個
人
事
業
者
の
場
合

（
一
）
青
色
申
告
の
場
合

　

青
色
申
告
者
は
、
原
則
と
し
て

正
規
の
簿
記
の
原
則
（
一
般
的
に

は
複
式
簿
記
）
に
よ
り
記
帳
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
簡

易
帳
簿
で
記
帳
を
し
て
も
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
帳
簿
保
存
期
間
は
次
の
通

り
で
す
。

①

帳
簿
（
仕
訳
帳
、
総
勘
定
元
帳
、

現
金
出
納
帳
、
売
掛
帳
、
買
掛

帳
、
固
定
資
産
台
帳
な
ど
）
七
年

②

決
算
書
（
損
益
計
算
書
、
貸
借
対

照
表
、
棚
卸
表
な
ど
）�

七
年

③

現
金
預
金
取
引
関
係
（
領
収
書
、

小
切
手
控
、
預
金
通
帳
な
ど
）　

　

�

七
年
（
※
）

④

そ
の
他
書
類
（
請
求
書
、
見
積
書
、

契
約
書
、
納
品
書
な
ど
）�

五
年

※

前
々
年
分
所
得
が
三
〇
〇
万
円

以
下
の
場
合
は
、
五
年

（
二
）
白
色
申
告
の
場
合

　

事
業
所
得
等
が
あ
る
す
べ
て
の

方
は
、
帳
簿
を
備
え
付
け
収
入
、
必

要
経
費
に
関
す
る
事
項
を
記
帳
し
、

帳
簿
書
類
を
保
存
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
帳
簿
保
存
期
間
は
次
の
通

り
で
す
。

①

収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載

し
た
法
定
帳
簿　

�

七
年

②
そ
の
他
任
意
帳
簿　

�

五
年

③
決
算
書
・
棚
卸
表　

�

五
年

④
請
求
書
領
収
書
等　

�

五
年

Ⅱ　

法
人
の
場
合

（
１
）
会
社
法
の
保
存
期
間

　

会
社
法
第
四
三
二
条
に
よ
る
保

存
期
間
は
十
年
で
す
。
株
式
会
社

は
、
会
計
帳
簿
の
閉
鎖
の
時
か
ら

十
年
間
、
そ
の
会
計
帳
簿
及
び
そ

の
事
業
に
関
す
る
重
要
な
資
料
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
二
）
法
人
税
の
保
存
期
間

　

法
人
は
帳
簿
を
備
え
付
け
て
そ

の
取
引
を
記
録
し
、帳
簿
や
取
引
に

関
し
て
作
成
又
は
受
領
し
た
書
類

を
、そ
の
事
業
年
度
の
確
定
申
告
書

の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
七
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
三
）
帳
簿
と
は

　

例
え
ば
、
総
勘
定
元
帳
、
仕
訳

帳
、
現
金
出
納
帳
な
ど
で
す
。

（
四
）
書
類
と
は

　

棚
卸
表
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
、
注
文
書
、
契
約
書
、
領

収
書
な
ど

（
五
）
繰
越
欠
損
金
が
あ
る
場
合

　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
税
制
改

正
に
よ
り
青
色
申
告
書
を
提
出
し

た
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
期

間
が
九
年
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
終

了
し
た
欠
損
金
の
生
じ
た
事
業
年

度
に
お
い
て
は
、
帳
簿
書
類
の
保

存
期
間
が
九
年
間
に
延
長
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
度
及
び

平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
欠
損
金
の
生
ず
る
事

業
年
度
に
お
い
て
は
、
帳
簿
書
類

の
保
存
期
間
が
十
年
間
に
延
長
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
六
）
帳
簿
の
保
存
方
法

　

帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
は
、
紙

に
よ
る
保
存
が
原
則
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
電
子
計
算
機
で

作
成
し
た
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
も
、

原
則
と
し
て
電
子
計
算
機
か
ら
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
（
印
刷
）
し
た
紙
に
よ

り
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
六
年
目
以
降
は
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
も
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
定
の
要
件

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

次
回
は
、
帳
簿
書
類
の
電
磁
的

記
録
に
よ
る
保
存
方
法
な
ど
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

記
事
協
力

税
理
士
法
人
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｓ

代
表
社
員
・
税
理
士　

木
村　

聡

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

一
九
五
七
年
岩
見
沢
生
ま
れ
／
北

海
道
税
理
士
会
岩
見
沢
支
部
所
属

経
営
講
座

中
小
企
業
の
た
め
の

岩見沢商工会議所  新会員募集中！

商工会議所のサービスをご利用ください！

岩見沢商工会議所は、地域の総合経済団体として、地区内商工業者の声をとりまとめ、国や
北海道、岩見沢市等へ要望・提言活動を行っています。
より多くのご意見・ご要望を集約するため、岩見沢商工会議所では、新会員を募集中です。

金融相談 労務相談 法律相談

共済制度
など、いろいろ
あります！

お問合せはお気軽に岩見沢商工会議所まで！（ＴＥＬ：0126-22-3445）

税務・経理指導

各種保険制度

会員交流会

講習会・セミナー


